
岩手県告示第213号 

 特定調達契約に該当する県営建設工事の請負契約に係る一般競争入札参加者の資格等に関する規程の一部を改正する告示を次の

ように定める。 

  平成24年３月30日 

                                            岩手県知事 達 増 拓 也  

特定調達契約に該当する県営建設工事の請負契約に係る一般競争入札参加者の資格等に関する規程の一部を改正する告示 

特定調達契約に該当する県営建設工事の請負契約に係る一般競争入札参加者の資格等に関する規程（平成８年岩手県告示第427

号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（資格の審査） 

第３条 知事は、年度ごとに、特定調達契約に該当する県営建

設工事の請負契約に係る一般競争入札への参加に必要な資格

基準（以下「資格基準」という。）を定めるものとする。 

 

２ 前項の一般競争入札に参加しようとする者は、その都度、

資格基準に係る審査（以下「資格審査」という。）を受けなけ

ればならない。 

３ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する

者は、資格審査を受けることができない。 

(１)～(３) ［略］ 

（資格の審査） 

第３条 知事は、特定調達契約に該当する県営建設工事の請負

契約の締結が見込まれる年度ごとに、当該請負契約に係る一

般競争入札への参加に必要な資格基準（以下「資格基準」と

いう。）を定めるものとする。 

２ 前項の一般競争入札に参加しようとする者は、その年度ご

とに、資格基準に係る審査（以下「資格審査」という。）を受

けなければならない。 

３ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する

者は、資格審査を受けることができない。 

(１)～(３) ［略］ 

(４) 岩手県暴力団排除条例（平成23年岩手県条例第35号）

第２条第２号に規定する暴力団、同条第３号に規定する暴

力団員又はこれらと密接な関係を有する者 

（申請書類の提出） 

第４条 資格審査を受けようとする者は、知事が別に定める期

間内に、一般競争入札参加資格審査申請書（以下「申請書」

という。）を知事に提出しなければならない。 

（申請書類の提出） 

第４条 資格審査を受けようとする者は、一般競争入札参加資

格審査申請書（以下「申請書」という。）を知事に提出しなけ

ればならない。 

（資格基準等の公示） 

第５条 知事は、資格基準を定めたとき、及び前条の申請書の

提出期間を定めたときは、これを公示するものとする。 

（資格基準の公示） 

第５条 知事は、資格基準を定めたときは、これを公示するも

のとする。 

（通知） 

第６条 知事は、資格審査を行ったときは、その結果を申請書

を提出した者に通知するものとする。 

 

（名簿の作成及び通知） 

第６条 知事は、資格審査を行ったときは、資格基準に適合す

ると認める者（以下「資格者」という。）につき名簿を作成し、

又はこれに追加し、その結果を申請書を提出した者に通知す

るものとする。 

 

 

（名簿の有効期間） 

第８条 名簿の有効期間は、名簿を作成した年の６月１日から

当該名簿を作成した年の翌年の５月31日までとする。 

（資格の取消し） 

第８条 知事は、資格者が政令第167条の４第２項各号のいずれ

かに該当する場合においては、資格を取り消すことができる。

（資格の取消し） 

第９条 知事は、資格者が次の各号のいずれかに該当する場合

においては、資格を取り消すことができる。 



 

 

 

 

２ ［略］ 

(１) 政令第167条の４第２項各号のいずれかに該当する場

合  

(２) 第３条第３項第４号に該当する者であることが判明し

た場合で、極めて悪質であると知事が認めたとき。 

２ ［略］ 

 （最低価格入札者以外の者を落札者とすることができる場合

の基準の作成） 

第９条 ［略］ 

 （一般競争入札審議会） 

第10条 ［略］ 

 （医療局長又は企業局長の依頼による一般競争入札審議会の

開催） 

第11条 ［略］ 

（最低価格入札者以外の者を落札者とすることができる場合

の基準の作成） 

第10条 ［略］ 

（一般競争入札審議会） 

第11条 ［略］ 

（医療局長又は企業局長の依頼による一般競争入札審議会の

開催） 

第12条 ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

この告示は、平成24年４月１日から施行する。 
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